
（別紙３） 

 

村上市パブリックコメント手続を行う案件に対する意見の結果 

 

提出された意見の概要及びそれに対する市の考え方について、次のとおり公表します。 

 

 

【提出された意見の集計結果】 

案件の名称 村上市議会議員政治倫理条例 

意見提出期間 令和 ４年１１月１５日 ～ 令和 ４年１２月 ５日 （ ２１日間） 

意見の提出者数       １ 人 

意見の提出件数       １ 件  

意見の受付状況 

持参 人 

郵送 １ 人 

ファクシミリ 人 

電子メール 人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R４．１２．９ 議会改革調査特別委員会資料 



 

【意見の概要とそれに対する市議会の考え方】 

 

No 意見の概要 意見に対する市議会の考え方 

１ （要望） 

第２条（議員及び市民の責務）中 

   議員は、市民全体の代表として高い倫理的

義務があることを常に自覚し、良心と責任

感を持ってその責務を果たすとともに、市

民の代表としての品位の向上に努めなけ

ればならない。 

につきまして、市民に条例の内容を説明するとき

は 

 １，「倫理的義務」とはどういうことか、具体

的説明をお願いしたい。 

 ２，「品位の向上」とはどういうことか、具体

的説明をお願いしたい。 

※ 事例をあげて説明していただけると分かり

やすいと思います。 

 議員は、市民の代表として市の団体意思の形成

に参与するとともに、市長その他の執行機関の監

視役を務めるなど非常に重要な任務を有してお

り、このような地位にある議員は、選良として人

格高潔であること及び常に自らを律し、品位の保

持に努めなければならないものです。 

 よって、本条例では、「倫理的義務」につきま

しては、第３～５条に政治倫理規準等として具体

的に定めました。 

 また、「品位の向上」につきましては、「議会の

品位」を「市民代表の選良たる議員によって構成

され、公の問題を論議する場である議会の機能や

権威を認識し、議員の社会的地位にふさわしい良

識ある言動をとらなければならないもの」という

ことと捉えており、その向上を努力義務として規

定したものです。 

 つきましては、条例の内容を説明する際には、

以上のとおり配慮していきたいと存じます。 

 

 

 


